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気
象
業
務
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
予
報
及
び
警
報
）

第
十
三
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
こ
の
章
に
お
い
て
以
下
同
じ
。
）
、
津

波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

第
十
四
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
に
つ
い
て
の
航
空
機
及
び
船
舶
の
利
用
に
適
合

す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

第
十
五
条

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
津
波
、
高
潮
、
波

浪
及
び
洪
水
の
警
報
を
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事
項
を
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信

電
話
株
式
会
社
、
警
察
庁
、
海
上
保
安
庁
、
国
土
交
通
省
、
日
本
放
送
協
会
又
は
都
道
府
県
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
戒
の
必

要
が
な
く
な
つ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

２
～
６

（
略
）

○
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
航
空
路
の
指
定
）

第
三
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
航
空
機
の
航
行
に
適
す
る
空
中
の
通
路
を
航
空
路
と
し
て
指
定
す
る
。

２

（
略
）
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○
気
象
業
務
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
一
号
）
（
抄
）

（
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
）

第
四
条

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
は
、
定
時
又
は
随
時
に
、
次
の
表
の
区
分
に
従
い
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

内

容

天
気
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
、
天
気
、
気
温
等
の
予
報

週
間
天
気
予
報

当
日
か
ら
七
日
間
の
天
気
、
気
温
等
の
予
報

季
節
予
報

当
日
か
ら
一
箇
月
間
、
当
日
か
ら
三
箇
月
間
、
暖
候
期
、
寒
候
期
、
梅
雨
期
等
の
天
気
、
気
温
、
降
水
量
、
日
照
時
間

等
の
概
括
的
な
予
報

波
浪
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
浪
、
う
ね
り
等
の
予
報

気
象
注
意
報

風
雨
、
風
雪
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う

予
報

地
面
現
象
注
意
報

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て

行
う
予
報

津
波
注
意
報

津
波
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て
一
般
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
行
う
予
報

高
潮
注
意
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て
一
般
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
行
う
予
報

波
浪
注
意
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

気
象
警
報

暴
風
雨
、
暴
風
雪
、
大
雨
、
大
雪
等
に
関
す
る
警
報

地
面
現
象
警
報

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
の
地
面
現
象
に
関
す
る
警
報

津
波
警
報

津
波
に
関
す
る
警
報

高
潮
警
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
に
関
す
る
警
報

波
浪
警
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
関
す
る
警
報

海
面
水
温
予
報

海
洋
の
表
面
に
お
け
る
水
温
の
予
報

海
流
予
報

海
流
の
状
況
の
予
報

海
氷
予
報

沿
岸
に
お
け
る
海
氷
の
状
況
の
予
報
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浸
水
注
意
報

浸
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

洪
水
注
意
報

洪
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

浸
水
警
報

浸
水
に
関
す
る
警
報

洪
水
警
報

洪
水
に
関
す
る
警
報

（
航
空
機
及
び
船
舶
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
）

第
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
航
空
機
及
び
船
舶
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
は
、
定
時
又
は
随
時
に
、
左
の
表
の
区
分
に

従
い
、
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

内

容

飛
行
場
予
報

公
共
の
用
に
供
す
る
飛
行
場
及
び
そ
の
附
近
を
対
象
と
す
る
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
の
予
報

空
域
予
報

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
域
を
対
象
と
す
る
気
象
の
予
報

航
空
路
予
報

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
航
空

路
を
対
象
と
す
る
気
象
の
予
報

飛
行
場
警
報

公
共
の
用
に
供
す
る
飛
行
場
及
び
そ
の
附
近
を
対
象
と
す
る
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
に
関
す
る
警
報

空
域
警
報

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
域
を
対
象
と
す
る
気
象
に
関
す
る
警
報

航
空
路
警
報

航
空
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
航
空
路
を
対
象
と
す
る
気
象
に
関
す
る
警
報

海
上
予
報

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と
す
る
船
舶
の
運
航
に
必
要
な
海
上
の
気
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
の
予
報

海
上
警
報

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と
す
る
船
舶
の
運
航
に
必
要
な
海
上
の
気
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
に
関
す
る

警
報

（
警
報
事
項
の
通
知
）

第
七
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

気

象

警

報

高

潮

警

報

海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関
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波

浪

警

報

警
察
庁
又
は
都
道
府
県
警
察
、
海
上
保
安
庁
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放

津

波

警

報

送
協
会
の
機
関

洪

水

警

報

都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

飛

行

場

警

報

空

域

警

報

国
土
交
通
省
の
機
関

航

空

路

警

報

海

上

警

報

海
上
保
安
庁
の
機
関

三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

水
防
活
動
用
気
象
警
報

水
防
活
動
用
高
潮
警
報

国
土
交
通
省
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

水
防
活
動
用
洪
水
警
報

四

法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

種

類

通

知

先

水
防
活
動
用
洪
水
警
報

都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
二
十
七
条

総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二

長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。
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四

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

五

気
象
庁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

六

気
象
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

七

気
象
庁
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

八

気
象
庁
の
職
員
の
職
階
、
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

九

気
象
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十

気
象
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

気
象
庁
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

気
象
庁
所
属
の
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

気
象
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

気
象
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

気
象
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

気
象
業
務
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
並
び
に
こ
れ
ら
の
助
成
並
び
に
気
象
業
務
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
指
導
及
び

普
及
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

宇
宙
の
開
発
に
関
す
る
大
規
模
な
技
術
開
発
で
あ
っ
て
、
気
象
業
務
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

気
象
業
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

国
立
国
会
図
書
館
支
部
気
象
庁
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

交
通
政
策
審
議
会
気
象
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の
予
報
業
務
並
び
に
気
象
の
観
測
の
成
果
を
無
線

通
信
に
よ
り
発
表
す
る
業
務
に
関
す
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

気
象
予
報
士
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

民
間
気
象
業
務
支
援
セ
ン
タ
ー
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
気
象
庁
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
震
火
山
部
の
所
掌
事
務
）
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第
二
百
三
十
条

地
震
火
山
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
震
、
火
山
現
象
及
び
地
動
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
輻
射
に
関
す
る
観
測
並
び
に
そ
の
成
果
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
震
及
び
火
山
現
象
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。

三

津
波
の
予
報
及
び
警
報
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
震
、
火
山
現
象
及
び
地
動
に
関
す
る
測
器
に
関
す
る
こ
と
。




